
 

 

 

 

 

「言葉は生命なり」と言われています。 

その言葉を聞くことのできない”耳の不自由な人”が、たくさんいます。 

たまたま聞こえる人が、「話」を「文字」に変えて伝えることで、 

たまたま聞こえなくなった人が、元気に暮らすことができます。 

「話」を「文字」で伝える『要約筆記』をあなたもやってみませんか？ 

「香川県登録要約筆記者」として一緒に活動しましょう。 

 

 ◆ 日 時 平成 28 年 6 月 12 日(日）～平成 29 年 3 月 12 日(日） 10:00～16:00 

 日  程 講座内容  日  程 講座内容 

６月１２日（日） 聴覚障害の基礎知識  １０月３０日（日） 対人支援・伝達の学習 

６月２６日（日） 要約筆記とは？  １１月１３日（日） ノートテイクとは？ 

７月１０日（日） 日本語の基礎知識  １１月２７日（日） 要約筆記者の役割と派遣制度 

７月２４日（日） 要約筆記の目的  １２月１１日（日） 現場実習（難聴者と交流） 

９月１１日（日） 話し言葉の要約  １月２２日（日） 研修会と現場実習 

９月２５日（日） 聴覚障害者運動と歴史  ２月１９日（日） 研修会と現場実習 

１０月１６日（日） 社会福祉と基本的人権  ３月１２日（日） 研修会と現場実習 

 ＊上記以外に現場実習も数回あります。日時・内容の変更がある場合もあります。 

 ◆ 会 場 香川県聴覚障害者福祉センター（高松市太田上町 405-1） 

 ◆ 参加費 無料 先着２０名まで（なるべく早くお申し込みください。） 

 ◆ ノートパソコンをご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 

耳代わりになってくれる人 

この指とまれ！ 

主 催 香川県 

実施者 特定非営利活動法人 

     香川県要約筆記サークルゆうあい 

共 催 香川県中途失聴・難聴者協会 

＜申し込み・問い合わせ先＞ 

非営利活動法人 

香川県要約筆記サークルゆうあい 

TEL 090-6518-5126（隂山） 

Email:mkaori@bea.hi-ho.ne.jp 




